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大阪府宅地建物取引業協会堺市支部規則（準則） 

 

第１章    総 則 

 

 

（名称） 

第１条 この団体は、大阪府宅地建物取引業協会堺市支部（以下「当支部」という。）と称す

る。 

 

（事務所） 

第２条 当支部は、事務所を大阪府堺市堺区市之町東１丁２番１４号に置く。 

 

（目的） 

第３条 当支部は、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会〔以下「（一社）大阪宅建」とい

う。〕定款（以下「定款」という。）第３条（目的）及び同第４条（事業）に掲げるとこ

ろに準拠し、（一社）大阪宅建の事業実施を円滑に行うために協力・連携し、当支部所

属会員に対する指導と啓発活動を行い、その社会的地位の向上を図り、もって公益の増

進に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 当支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 所属会員間の業務支援に関する事業 

(2) 所属会員間の親睦活動に関する事業 

(3) （一社）大阪宅建定款施行規則（以下「施行規則」という。）第 47条に基づく、（一

社）大阪宅建からの受託事業 

・ 支部不動産無料一般相談所の運営に関する事業 

・ 不動産業務研修会に関する事業 

・ 官公庁・公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会等への協力に関する事業（広

告実態調査・不法屋外広告物排除活動等） 

・ 不動産無料一般相談フェアに関する事業 

・ 地域における社会貢献活動に関する事業 

・ （一社）大阪宅建会員の入退会及び会費徴収等に関する業務 

(4) その他、（一社）大阪宅建及び当支部の運営に必要な事業 

(5)（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部（以下「保証協会大阪本部」という。）

の運営への協力に関する事業 
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第２章    会員及び組織 

 

 

（会員） 

第５条 当支部に、次の会員を置く。 

(1) 正会員 施行規則別表に示す当支部区域内に主たる事務所を有し、宅地建物取引業

法（以下「宅建業法」という。）による免許を受けた宅地建物取引業者 

(2) 準会員 正会員の従業者又は各都道府県の一般社団法人たる宅地建物取引業協会

の正会員が当支部区域内に設置した従たる事務所の、政令で定める使用人及び宅建

業法に基づく専任の宅地建物取引士若しくは当該事務所の代表者が推薦する者 

２ 前項の会員は、同時に（一社）大阪宅建の会員となる。 

３ 第１項第２号の準会員は、準会員Ａと準会員Ｂに種別し、施行規則第３条の規定に従

うものとする。 

 

（地区及び班） 

第６条 当支部を一定の区域をもって分割して地区を組織し、一定の会員（正会員及び準会員

Ａの合計）数を基準として、班又は地区等を組織することができる。なお、地区の区域

割り、班の組織員構成については、評議員会において定める。 

       また、班を地区に置き換えて１地区１班制として組織することもできるものとする。 

２ 班には班長、地区には地区長を各１名宛おき、それぞれ原則当該地域の正会員又は準

会員Ａより選出する。 

３ 地区の運営及び地区役員の任期は、支部機関及び支部役員の規定に準ずる。 

 

（入会の手続き） 

第７条 当支部区域内に事務所を有する入会申込者より所定の入会申込書及び関係書類を受

理したときは、当支部は必要な手続きを行い（一社）大阪宅建へ報告する。 

２ 入会の手続き及び審査は、別に定める（一社）大阪宅建・保証協会大阪本部入会手続

規程（以下「入会手続規程」という。）に基づき行う。  

 

（会員権の承継及び名簿登録事項の変更） 

第８条 施行規則第９条に定める会員権承継者より所定書式の提出、又は名簿登録事項の変更

届出があったときは、当支部は必要な調査及び審査を行い、（一社）大阪宅建へ報告す

る。 

２ 会員権承継及び名簿登録事項変更の手続きは、別に定める入会手続規程に基づき行う。 

 

（入会金及び会費） 

第９条 当支部の入会金は、次の通りとする。 

      ① 正会員                   ５０,０００円 

            ※（一社）大阪宅建   ５５０,０００円 

      ② 準会員Ａ                        ３０,０００円 

            ※（一社）大阪宅建   ４７０,０００円 
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     （準会員Ｂについては、入会金０円とする。） 

      ③ 他府県からの移籍         ３０,０００円 

            ※（一社）大阪宅建   ２７０,０００円 

    ２ 当支部の会費は、次の通りとする。 

      ① 正会員（年額）           ３６,０００円 

           ※（一社）大阪宅建     １８,０００円 

      ② 準会員（年額） 

        準会員Ａは、正会員と同額とする。 

         準会員Ｂ              ６,０００円 

            ※（一社）大阪宅建     ６,０００円 

 

（入会金及び会費の納付） 

第10条 会員となる者は、前条に示す入会金及び会費を納付しなければならない。 

２ 他支部に所属する会員が移籍して当支部の所属会員となる場合は、所定の手続きを経

るものとする。 

３ 会費の納入については、（一社）大阪宅建会費納入規程に準ずる。 

 

（会員の権利と義務） 

第11条 当支部に所属する会員は、当支部の経費を負担し、当支部の目的及び決議に従う義 

務を負い、正会員は支部長選挙の選挙権、被選挙権及び支部総会の議決権を有する。 

２ 準会員Ａは、第 16 条、第 17 条及び第 18 条に規定する範囲内において、支部長選挙

の選挙権及び支部総会の議決権を有する。 

 

（倫理規程の遵守） 

第12条 会員は信義誠実を旨とする正常な取引を期するため、（一社）大阪宅建で定める倫理

規程を遵守しなければならない。 

 

（懲戒） 

第13条 支部長は、（一社）大阪宅建綱紀自主規制委員会から定款施行規則第 16条４項による

調査の委託及び評決の依頼を受けたときは、評議員会にその調査を請求しなければなら

ない。 

２ 評議員会は、前項の調査の請求があったときは、速やかに、調査を開始しなければな

らない。 

３ 評議員会は、調査を開始したときは、当該会員に口頭又は書面による弁明及び資料提

出の機会を与えなければならない。 

４ 評議員会は、調査を終了したときは、調査結果に基づき、速やかに、次の区分に従っ

た評決をしなければならない。ただし、定款施行規則第 16 条第３項に基づく審査の場

合、この限りではない。 

① 懲戒事由にあたる事実が認められ、かつ、これが懲戒相当と思料されるときは、そ

の旨の評決。 

② 事案の軽重及び情状により、懲戒することが相当でないと思料されるときは、懲戒
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することを相当としない旨の評決。 

③ 懲戒事由にあたる事実が認められないときは、懲戒の事由がない旨の評決。 

５ 評議員会は、前項の評決をしたときは、速やかに、その結果及び理由を記載した審査

議事録を作成し、調査記録を添付して支部長に提出しなければならない。 

６ 支部長は、前項の審査議事録を、速やかに（一社）大阪宅建綱紀自主規制委員会に提

出する。 

 

（会費の滞納） 

第14条 当支部所属会員が第 10 条に定める会費の支払義務を１年以上履行しなかったときは、

評議員会の議を経て、（一社）大阪宅建に当該会員の資格喪失の申請手続きを行うもの

とする。 

 

 

第３章    役員及び選出方法 

 

 

（役員の種類、数及び任期） 

第15条 当支部に次の役員を置き、その任期は２年とするが再任を妨げない。ただし、補欠役

員の任期は前任者の残任期間とする。 

① 支部長  １名 

② 副支部長 若干名 

③ 評議員  15名以上 35名以内 

④ 監 査  ２名以上 

 

（役員の選出方法） 

第16条 役員は、支部所属の正会員若しくは準会員Ａのうちから次記各項の方法により選出す

る。なお、役員選出（第 17条の補欠選任を含む。）に関する細則は評議員会において別

に定めることができる。 

２ 支部長は、支部所属正会員のうちから次のとおり選挙にて選出し、支部総会において

報告する。 

① 立候補者が２名以上ある場合は、選挙によるものとする。なお、支部長選挙に関す

る細則は評議員会において別に定めることができる。 

② 対立候補者のない場合は、支部長選挙を行わないで立候補している者を当選者とし、

支部総会において報告する。 

③ 立候補者のない場合は、選考委員会より選考された者を支部総会における決議によ

り選出する。 

３ 副支部長は、支部長が推薦した者を支部総会の決議を得て選出する。ただし、支部長

が推薦した者が３名を超える場合は、超える員数分については、評議員のうちより推薦

するものとし、兼務とする。 

４ 評議員は、次の者を支部総会の決議を得て選出する。 

① 第６条第２項の規定によって選出された班長・地区長及び細則の定める方法により、
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地区又は班より選出された者。 

② 支部長、副支部長の合意により推薦された者（ただし、評議員総数の３分の１を超

えない員数）。 

５ 監査は、評議員会において推薦された者を支部総会の承認を得て選出する。ただし、

監査は他の役員を兼任できない。 

なお、第１項の規定に関わらず、員外監査を置くことができるものとし、会員以外の

学識経験者等より当該候補者を評議員会において推薦するものとする。 
６ （一社）大阪宅建の理事候補者は、支部所属正会員及び施行規則第 18条第２項に規

定する者のうちから評議員会の推薦を受けた者を支部総会の決議を得て選出する。 

なお、支部長は、上記理事候補者として推薦しなければならない。 

また、支部長は、（一社）大阪宅建の会長及び監事になることができない。 

 

（補欠選任） 

第17条 支部役員に欠員が生じたときは、次の方法で補欠選任を行うことができる。 

① 支部長が欠けたときは、評議員会において評議員会構成員の互選により選出し、次

の支部総会において報告するものとする。ただし、候補者は正会員のみとする。 

② 副支部長に欠員が生じたときは、評議員会の同意を得て、評議員会構成員のうちか

ら支部長が選任し、次の支部総会において報告するものとする。 

③ 評議員に欠員が生じたときは、評議員会において支部所属会員のうちから選任し、

次の支部総会において報告するものとする。 

④ 監査に欠員が生じたときは、支部所属会員のうちから支部総会において選任する。 

２ 当該支部選出の理事に欠員が生じたときは、施行規則第１８条第３項の定めにより、

推薦すべき理事候補者を評議員会において選出することができるものとし、次の支部総

会において報告するものとする。 

 

（支部役員の資格の特例） 

第18条 当支部役員（支部長を除く。）となるべき資格を有する者は、当支部所属正会員及び

同準会員Ａ並びに施行規則第 18 条第２項の理事候補者の資格規定に該当する者のほか、

次の者で所定の手続きを経て評議員会の承認を得た者とする。 

① 法人会員にあっては、役員以外の不動産部長等業務の精通者であって、当該法人役

員会において推薦を受けた者。（ただし、合同会社等にあっては、当該法人の代表社

員の推薦を受けた者。） 

② 個人会員の正会員にあっては、代表者以外で業務に従事する配偶者及び２親等内の

親族又は専任の宅地建物取引士であって当該正会員から推薦を受けた者。 

③ 個人会員の従たる事務所にあっては、当該事務所の専任の宅地建物取引士で当該準

会員Ａより推薦を受けた者。 

２ 前項により推薦を受けた者は、支部総会において、正会員若しくは準会員Ａの委任を

受けた者として、同会員の代理人として議決権を行使することができる。 

 

（役員の職務及び権限） 

第19条 支部長は、当支部を代表し、当支部の会務を総理する。 
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２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長の事故あるときは、あらかじめ支部長の定めた

順位によりその職務を代行する。 

３ 評議員は、評議員会を構成し、当支部の会務を執行する。 

４ 監査は、当支部の会務執行及び支部経理を監査し、これを支部総会に報告する。 

 

（顧問、常任相談役及び相談役） 

第20条 当支部の重要事項を諮問するため顧問、常任相談役、相談役を置くときは、評議員会

において推薦し、支部長がこれを委嘱する。 

２ 顧問は、業界に理解のある学識者又は功労者のうちから、常任相談役及び相談役は、

業界の功労者のうちから推薦する。 

３ 顧問、常任相談役、相談役は支部総会及び評議員会に出席して助言することができる

が、議決権を有しない。ただし、正会員の資格を有するものは、支部総会においてはこ

の限りではない。 

４ 顧問、常任相談役及び相談役の任期は、これを委嘱した支部長の在任期間とする。 

 

 

第４章    会  議 

 

 

（会議の種類、開催及び議事等） 

第21条 当支部の会議は、支部総会、評議員会及び執行部会とする。 

２ 支部総会の開催は次のとおりとする。 

① 支部総会は、当支部所属の正会員及び準会員Ａをもって構成し、当支部の最高決議

機関として毎事業年度終了後 30日以内に支部長がこれを招集する。 

② 臨時支部総会は、評議員会が必要と認めたとき、又は構成員の３分の１以上から会

議の目的事項を示して請求があったとき、開催することができ、支部長がこれを招

集する。 

③ 支部総会の招集は、開催の５日前までにその会議の日時、場所及び付議事項を示し

構成員に通知しなければならない。 

④ 支部総会構成員は、支部総会に出席の義務を負い、やむを得ない理由により欠席す

る場合は、他の出席構成員にその権限を委任することができる。 

⑤ 支部総会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、

委任状は出席者とみなすが、人事に関する事項については表決権を認めない。 

⑥ 法人正会員及び同準会員Ａは、役員を代理人として、議決権を行使できる。ただし、

当該法人は、当該役員に議決権行使を委任する旨の委任状を提出するものとする。 

⑦ 支部総会の決議は多数決とし、可否同数のときは議長がこれを決する。 

⑧ 準会員Ｂは、支部総会に出席して、議長からの諮問があれば意見を述べることが 

できるが、議決権を有しない。 

３ 支部総会は次の事項を決議する。 

① 予算、決算に関する事項 

② 事業計画、事業報告に関する事項 
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③ 支部運営費に関する事項 

④ 第 16条に定める役員の選出に関する事項 

⑤ 支部解散に関する事項 

⑥ （一社）大阪宅建に提議する事項 

⑦ この規則の改廃に関する事項 

４ 評議員会の開催は次のとおりとする。 

① 評議員会は支部長、副支部長及び評議員をもって構成し、必要に応じ支部長が随時

これを開催する。 

② 評議員会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。 

③ 評議員会の決議は多数決とし、可否同数のときは議長がこれを決する。 

５ 評議員会は次の事項を決議、執行する。 

① 支部総会決議事項の執行 

② 会員の懲戒に関する事項 

③ 顧問、常任相談役及び相談役の推薦に関する事項 

④ 支部総会に提出する議案の作成 

⑤ 支部専門委員会役職者の選任に関する事項 

⑥ （一社）大阪宅建に提議する事項 

⑦ その他支部運営に必要な事項 

６ 執行部会は支部長、副支部長、総務財政委員長並びに支部長が指名する者をもって構

成し、必要に応じて支部長がこれを開催する。 執行部会は、支部総会及び評議員会に

提案する事項のほか会務運営上の事項を審議する。 

７ 会議の議長は、その都度出席構成員のうちから支部長が指名する。 

 

（議事録） 

第22条 支部総会及び評議員会の議事録は、議長の指名する者がこれを作成し、議長及び出席

者２名が署名押印しなければならない。 

 

 

第５章    専門委員会 

 

 

（専門委員会） 

第23条 当支部に第３条の目的及び第４条の事業を達成するため、次の専門委員会（部会）を

置く。 

① 総務財政委員会 

② 組織委員会 

③ システム委員会 

④ 政策委員会 

⑤ 会員事業推進委員会 

⑥ 広報委員会 

⑦ 企画推進委員会 
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⑧ 研修委員会 

⑨ 綱紀自主規制委員会 

⑩ 相談所運営委員会 

⑪ その他当支部で定める委員会 

なお、（一社）大阪宅建において委員会等の改廃・増減のあるときは当支部の各委員

会も増減できる。 

２ 専門委員会の所管事項及び規程は（一社）大阪宅建に準じ、疑義の生じたときは評議

員会において決定する。 

３ 第１項の各専門委員会は、必要に応じて統廃合することができる。 

４ 第１項のほか必要に応じ特別委員会を設置することができる。 

 

（専門委員会委員） 

第24条 専門委員会に委員長（部長）１名、副委員長（副部長）若干名、委員（部員）若干名

を置く。 

２ 前項の専門委員会の構成員は、評議員会において選任するものとし、委員長は評議員

のうちより選出する。 

３ 委員長はその所管に関して、（一社）大阪宅建の専門委員会と関連があるときは、そ

の委員となることができる。 

 

 

第６章    会 計 

 

 

（会計年度） 

第25条 当支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 

（収入及び経費の支弁） 

第26条 当支部の収入は、入会金、会費及び受託費等とし、これらをもって経費を支弁する。 

 

（会計処理） 

第27条 当支部の会計処理は、法令及びこの規則の定めによるほか、公益法人会計基準に準じ

る。 

 

（予算及び事業計画） 

第28条 支部長は、毎事業年度開始前に、次の書類を作成し評議員会の議を経て支部総会に提

出し、その決議を得なければならない。 

① 事業計画書 

② 収支予算書 

 

（決算及び事業報告） 

第29条 支部長は、毎事業年度の終了後、次の書類を作成し、評議員会の議を経て監査による
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監査を受け、支部総会に提出してその承認を得なければならない。 

① 事業報告書 

② 収支決算書 

③ 正味財産増減計算書 

④ 貸借対照表 

⑤ 財産目録 

２ 監査は、前項の監査結果を、支部総会に報告しなければならない。 

 

（暫定予算） 

第30条 第 28 条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、事業年度開始の日より次の

支部総会の日までの期間は、前年度の予算を基準として評議員会の定めた暫定予算を執

行することができる。ただし、この場合は次の支部総会の決議を得なければならない。 

２ 前項の予算に基づく収入及び支出は、あらたに成立した予算に基づく収入及び支出と

みなす。 

 

（資産の管理） 

第31条 当支部の資産は、評議員会の定める方法に従って支部長が管理する。 

なお、剰余金等の残余財産は、当支部の目的を達成するために善良な管理者の注意

をもって管理しなければならず、取り崩し又は処分するときは、あらかじめ評議員

会及び支部総会の承認を要する。 

また、剰余金等の残余財産は、所属会員等に分配しないものとする。 

 

 

第７章    事務局 

 

 

（事務局） 

第32条 当支部の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に事務職員を置くことができる。 

３ 事務職員は評議員会の承諾を得て支部長が任免する。 

 

 

第８章    規則の改廃 

 

 

（規則の改廃） 

第33条 この規則の改廃は、支部総会の決議を経て（一社）大阪宅建理事会の承認を得なけれ

ばならない。 

２ 定款又は施行規則の改廃に伴い、この規則を改廃する必要がある場合は、前項の規定

にかかわらず、評議員会の決議により改廃することができる。 

３ 前項による改廃がなされたときは、同改廃は、定款又は施行規則の改廃がなされた日
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をもって、改廃されたものとみなす。 

４ 支部事務所の所在又は町名若しくは地番が変更されたときは、同変更がなされた日を

もってこの規則の改廃がなされたものとみなす。 

 

 

第９章    雑 則 

 

 

（規則の準用） 

第34条 この規則は、保証協会大阪本部の各支部運営にあたっても準用することができる。 

 

（施行細則） 

第35条 この規則の施行について必要な細則は、評議員会の決議によりこれを定めることがで

きる。ただし、この規則を拘束、あるいは変更する内容の細則は、効力を有しない。 

 

 

附則 

 

１ この規則は、令和３年１月２８日から改正施行する。 

（昭和３４年１２月 １日 制 定 ） 

（昭和４２年 ７月 ８日 一部改正） 

（昭和４７年 ７月 １日 一部改正） 

（昭和６０年 ３月 ８日 一部改正） 

（昭和６３年 ３月 ８日 一部改正） 

（平成 ２年１１月 ９日 一部改正） 

（平成 ６年 ３月 ８日 一部改正） 

（平成１２年 １月１４日 一部改正） 

（平成１３年 ９月 ７日 一部改正） 

（平成１８年 ３月 ８日 一部改正） 

（平成１９年 ２月２７日 一部改正） 

（平成２１年 ２月２７日 一部改正） 

（平成２１年 ４月２７日 一部改正） 

（平成２１年１２月２１日 一部改正） 

（平成２２年 １月２７日 一部改正） 

（平成２４年 ３月２９日 一部改正） 

（平成２４年 ４月 １日 一部改正） 

（平成２６年 ４月 １日 一部改正） 

（平成２７年 ３月２７日 一部改正） 

（平成２７年 ４月 １日 一部改正） 

（平成２９年 １月２７日 一部改正） 

（平成３０年 ３月２７日 一部改正） 
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（平成３０年 ５月１９日 一部改正） 

（令和 ２年 ３月２７日 一部改正） 

（令和 ３年 １月２８日 一部改正） 


